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「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の 

一部改正について 

令和６年 11 月 12 日 

（ 下 線 部 分 変 更 ） 

新 旧 

  

第 ３ 章  特定証券情報及び発行者情報 第 ３ 章  特定証券情報及び発行者情報 

  

（特定証券情報等の提供又は公表） 

第 ６ 条 取扱協会員は、店頭有価証券等

に係る特定証券情報（ただし、金融商品

取引法施行令（以下「金商法施行令」と

いう。）第 14 条の 14 で定める場合にあっ

ては、発行者情報又は発行者情報と同等

の情報とする。以下同じ。）が投資勧誘の

相手方に提供又は公表されている場合に

限り、当該店頭有価証券等について第８

条に基づく投資勧誘を行うことができ

る。 

（特定証券情報の提供又は公表） 

第 ６ 条 取扱協会員は、店頭有価証券等

に係る特定証券情報（ただし、金融商品

取引法施行令（以下「金商法施行令」と

いう。）第 14 条の 14 で定める場合にあっ

ては特定証券情報と同等の情報をいう。

以下同じ。）が投資勧誘の相手方に提供又

は公表されている場合に限り、当該店頭

有価証券等について第８条に基づく投資

勧誘を行うことができる。 

２～５   （ 現行どおり ） ２～５   （ 省   略 ） 

  

第 ５ 章  内部管理体制 第 ５ 章  内部管理体制 

  

（社内規則及び取扱要領） 

第 12 条 取扱協会員は、本規則に基づき

投資勧誘を行おうとする次の各号に掲げ

る有価証券の区分に応じ、それぞれ当該

各号に掲げる事項を社内規則において規

定するとともに、当該社内規則に定めた

事項を適切に遂行するための体制を整備

しなければならない。 

（社内規則及び取扱要領） 

第 12 条  （ 同   左 ） 

１・２  （ 現行どおり ） １・２  （ 省   略 ） 

２ 取扱協会員は、前項に定める社内規則

の内容に基づき取扱要領を作成し、本協

会に提出するとともに、公表しなければ

ならない。 

２     （ 同   左 ） 

３ 取扱協会員は、前項の取扱要領の内容

を変更した場合は、当該変更した内容及

び変更後の取扱要領につき、本協会に提

出するとともに、公表しなければならな

い。 

３ 取扱協会員は、投資勧誘を行う有価証

券の区分に変更又は追加がある場合に

は、あらかじめ第１項に定める社内規則

及び前項に定める取扱要領の内容を変更

し、変更後の取扱要領を本協会に提出す

るとともに、公表しなければならない。 

 

第 ６ 章  雑     則 

 

 

第 ６ 章  雑     則 

（金融商品仲介業者に対する指導及び監

督） 
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新 旧 

  

第 19 条 取扱協会員は、委託先の金融商

品仲介業者に対し、第５条、第６条、第

８条、第９条、第 10 条及び第 11 条の規

定を遵守するよう指導及び監督を行わな

ければならない。 

     （ 新   設 ） 

  

（特別会員が委託を受けて行う場合の取扱

い） 

第 20 条 特別会員が、取扱協会員である

会員からの委託を受けて本規則に基づく

投資勧誘を行う場合において、当該会員

又は当該特別会員のいずれか一方の協会

員が、第３条、第４条、第６条、第７

条、第 10 条又は第 11 条に定める行為を

行ったときは、当該他の協会員は、これ

ら各条の規定にかかわらず、当該規定に

基づく行為を行うことを要さない。 

 

 

 

     （ 新   設 ） 

付   則  

  

この規則は、令和６年 11 月 12 日から施

行する。 

 

  

 


